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「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当

該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行                                                                                                                             

為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童

生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

児童生徒間のトラブルを「いじめの定義」に照らして指導するのではな

く、児童生徒間のトラブルは軽微なものを含めて、常にその解消に向けて

指導することが必要である。定義はあくまで調査のための指標であり、定

義に左右されることなく、常に子どもの状況を見守り、よりよい人間関係

を築けるよう指導していくことが必要である。 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじ

められた生徒の立場に立って行うものとする。 

いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ対応チーム等の校内組織を活用

して行うものとする。 
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「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い認識を持つ 

「いじめは、どの学校でも，どの子にも起こりうる」という危機意識をもつ 

「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という信念を持つ 
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調査結果をふまえた必要な措置をとる 

市教育委員会へ調査結果を報告 

生徒本人・保護者に調査結果を知らせる 

事実関係の調査 
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事案によっては 

活用します 


